事業者への説明用

埋蔵文化財包蔵地（遺跡）内における届出事務等の流れ


1 「埋蔵文化財包蔵地の照会について（依頼）」を直接持参またはメールかＦＡＸにて藤崎町教育委員会（以下、「町教育委員会」とする）へ提出する。

②町教育委員会は照会内容を確認し、照会者へ埋蔵文化財包蔵地に該当しているか否かを回答する。
○埋蔵文化財包蔵地に「該当します　」→③へ
　　　　　　　　　　「該当しません」→手続きの必要はありません

③藤崎町には専門職員が不在で町教育委員会では判断できないため、事業者は土木工事等を行う場合は漏れなく、文化財保護法第９３条第１項による「土木工事等のための発掘に関する届出書」を２部、事前（着工の６０日前まで）に町教育委員会に提出する。ただし、提出先の宛名は「青森県教育委員会」とする。
※文化財保護法の規定により着工の６０日前までに届け出ることが義務づけられています。

※「青森県教育委員会ＨＰ＞教育委員会＞文化財保護課＞あおもりの文化財＞埋蔵文化財情報（届出様式、発掘調査報告書など）＞埋蔵文化財の発掘調査に関する届出様式」あるいは「藤崎町ＨＰ＞行政情報＞藤崎町教育委員会＞スポーツ・文化＞埋蔵文化財」から様式のＤＬ可。

④工事内容により多少異なるが、事業者は概ね以下の書類を第９３条の届出書の添付書類として町教育委員会に２部ずつ提出する。
・工事の場所がわかる図面（ゼンリン等）
・工事の設計図
・掘削深度、盛り土厚、アスファルト厚等がわかる図面
・地盤改良などに伴うパイル工の設計図（パイルの設置位置、太さ、本数など）
・地盤調査などを含む場合は、調査方法や調査場所がわかるもの
・そのほか発掘調査が必要になるかどうか判断できるもの

⑤第９３条の届出書を含む書類一式を事業者から提出してもらった後、町教育委員会の所見を添えて青森県教育委員会へ提出する。
※町教育委員会の所見は包蔵地の性質、過去の隣接地事例、工事場所の地形、地表の遺物の散見具合、場合によっては試掘調査結果をもとに作成する。

⑥青森県教育委員会が取扱措置を決定し、町教育委員会を通して事業者へ通知する。取扱いについては以下の通り。
　○慎重工事・・・包蔵地に影響を与えないように慎重に工事。
　○工事立会・・・県または町教育委員会が工事に立ち会う。
　○発掘調査・・・工事着手前に発掘調査を行う。調査終了まで工事ストップ。

⑦そのほか
　○一連の工事について、まとめて届出が可能な場合もあるので窓口へ相談を。
　○発掘調査にかかる費用は原則として事業者（または建て主）の負担。
なお、試掘調査については町教育委員会にて費用を負担する。
　○工事を進めた場合でも遺物・遺構を発見した場合は必ず窓口へ連絡すること。
　○届出提出後に、工事内容に変更があった場合は必ず窓口へ連絡すること。


※文化財保護法
（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令）
第九十二条　土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文化財」という。）について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。

（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示）
第九十三条　土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。）を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。




【担当・書類提出先】
〒038－1214
青森県南津軽郡藤崎町大字常盤字三西田３５番地１
青森県藤崎町教育委員会
生涯学習課
電話：０１７２－６５－３１００
FAX：０１７２－６５－３１２８
MAIL：shogaiga@town.fujisaki.lg.jp
